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令和 7年度の「サービス提供体制強化加算」の届出における留意点について 

 

「サービス提供体制強化加算」については、国通知（老企第 36号ほか）のとおり、

原則として、「前年度」（4月 1日から 2月末日まで）の職員の割合の実績を基に、

翌年度の算定の有無が決定されることから、毎年 3月に「前年度」の職員の割合を計

算し、必要に応じて届出を行わなければなりません。  

ついては、令和 7年度の「サービス提供体制強化加算」の算定について、下記事項

に留意の上、適切に対応願います。  

記 

１ 職員の割合の確認方法  

毎年 3月に当該年度の職員の割合を計算・確認する必要があります。  

なお、事業所の前年度の運営実績が 6月以上あるかどうかで、職員の割合の確認方

法が異なります。（前年度の運営実績とは、令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日

までの間をいい、3月の見込みを含みます。）  

 (1) 令和 6年度に当該加算を算定している場合 

事業所の 

前年度運営実績 

職員の割合 

の確認方法 

確認の結果 

体制届の 

提出期限 
算定要件 

（職員割合

） 

体制届の 

提出の要否 

6月に満たない 

場合（*1） 

届出日の属する月の前 3

月（*2）の実績により算定 

（常勤換算方法により算出した

平均） 

下回る 

→算定不可 
提出必要 速やかに 

下回らない 

→算定可 
提出不要 

6月以上の場合 

（*1） 

前年度実績により算定 

（4 月から 2 月までの 11 ヶ月間

の常勤換算方法により算出した

平均） 

下回る 

→算定不可 
提出必要 速やかに 

下回らない 

→算定可 
提出不要 

 *1：事業所の前年度運営実績は 3月の見込みを含んで 6か月あるかどうか確認  

*2：令和 7年度については、令和 6年 12月、令和 7年 1月、2月の 3ヶ月間 

 



 (2) 令和 7年 4月から新たに当該加算を算定する場合 

事業所の 

前年度運営実績 

職員の割合 

の確認方法 

確認の結果 
体制届の 

提出期限 算定要件 

(職員割合) 

体制届の 

提出の要否 

6 月に満たない場

合（*1） 

届出日の属する月の前 3

月（*2）の実績により算定 

（常勤換算方法により 

 算出した平均） 

下回る 

→算定不可 
提出不要 

下回らない 

→算定可 
提出必要 

3月 15日 

必着(*3） 

6月以上の場合 

（*1） 

前年度実績により算定 

（4月から 2月までの 

11 ヶ月間の常勤換算方法によ

り算出した平均） 

下回る 

→算定不可 
提出不要 

下回らない 

→算定可 
提出必要 

3月 15日 

必着(*3) 

*1：事業所の運営実績は 3月の見込みを含んで 6か月あるかどうか確認  

*2：令和 7年度については、令和 6年 12月、令和 7年 1月、2月の 3ヶ月間 

*3：介護保険施設の提出期限は、4月 1日 

 

２ その他の留意事項  

(1) 新たに加算を算定しようとする場合の注意点について  

新規事業所や事業所を開設したばかりで、3月において事業所の運営実績が 3ヶ月

に満たない事業所等については、事業運営の開始後、4カ月目以降に届出が可能にな

ります。  

(2) 届出日の属する月の前 3月により算定する場合の注意点について  

届出日の属する月の前 3月の職員の割合により当該加算を算定する場合は、届出を

行った月以降においても、直近 3ヶ月間の職員の割合について、毎月継続的に所定の

割合を維持しなければ加算を算定し続けることはできませんので、その割合について

毎月記録し、所定の割合を下回った場合は、直ちに体制届の提出が必要となります。  

(3) 職員の所定の割合について  

当該加算の算定要件である職員の所定の割合については、サービスにより異なりま

すので、各サービスの当該加算の算定基準を再度確認願います。  

(4) 体制届の様式等について 

  体制等届出書の様式等は、市ホームページに掲載しています。 

＜市ホームページの掲載場所＞ 

 トップページ＞介護保険＞地域密着型サービス等の変更届を受付 

 

 担当：上越市健康福祉部 

高齢者支援課 

介護企画係 池田 

電話 025-520-5704（直通） 


